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No. 社報タイトル「不屈」は社内で

掲げる２０２２年の標語です。 

 

● ７月１１日  

１. ６月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付 

（年２回納付の特例適用者は１月から６月までの徴収分を７月１１日までに納付） 

● ７月１５日 

２. 所得税の予定納税額の減額申請 

● ８月１日 

３. 所得税の予定納税額の納付(第１期分) 

  ４. ５月決算法人の確定申告〈法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税 

・(法人事業所税)・法人住民税〉 

５. ２月,５月,８月,１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地

方消費税〉 

６. 法人･個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

７. １１月決算法人の中間申告〈法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業

税・法人住民税〉(半期分) 

８．消費税の年税額が４００万円超の２月,８月,１１月決算法人の３月ごとの中間申告〈消

費税及び地方消費税〉 

  ９．消費税の年税額が４,８００万円超の４月,５月決算法人を除く法人･個人事業者の

１月ごとの中間申告(３月決算法人は２か月分)〈消費税及び地方消費税〉 

 

 ● ７月中において市町村の条例で定める日 

１０. 固定資産税(都市計画税)の第２期分の納付 

                    

※デスクマット等に挟んでご利用ください。 

https://www.sasagawa-brand.co.jp/tada/detail.php?id=1266&cid=4&cid2=13
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

 

 

 

  

住宅借入金等特別控除について 

 

令和４年度税制改正で、住宅借入金等特別控除においての改正が行われました。 

主な改正内容は、下記の通りです。 

 

・制度の適用期間が２０２５年まで延長 

 

・借入残高に対する控除率が１％から０．７％へ引き下げ 

 

・控除期間が１０年から１３年に延長 

 

・控除対象者の所得要件が３，０００万円から２，０００万円へ引き下げ 

 

この制度について詳しく知りたい方は、担当者までお気軽にお問合せください。 

 

 

SDGs( Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標）は、2015 年 9 月 

の国連サミットで採択された世界共通の目標で、持続可能な世界を実現するための 

17 のゴール（目標）と 169 のターゲットからなります。 

今回は今すぐに誰にでもできる“2. 飢餓をゼロに”について。 

世界では、8 億人が飢えに苦しんでいます。2050 年になると、飢餓に苦しむ人は 

20 億人に増えると言われています。飢餓に苦しむ人が増えている理由のひとつに、 

近年の極端な気象状況があげられます。しかし、理由はそれだけではありません。 

もうひとつの原因は食品ロスです。 

食品ロスの例として、日本の現状をみると、日本では食べられるのに捨てている 

食品が年間 646 万トンもあります。世界の食品援助量 320 万トンの 2 倍もある深刻 

な状況です。食材を無駄なく使う・食べ残しは捨てずに別の料理にアレンジするな 

ど、まずは個人レベルで取り組めることからはじめてみませんか。 

 


